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たんぽぽ舎です。【TMM:No4491】地震と原発事故情報−５つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4491】 
2022年５⽉２８⽇(⼟)地震と原発事故情報− 
           ５つの情報をお知らせします
                     転送歓迎
━━━━━━━ 
★１．彼らのような悲しい思いをする若者をもうこの先、⽣み出さないよう
  シンボルカラーの緑⾊を⾝に着けて参加  傍聴席もすすり泣き 
  ５⽉26⽇３１１⼦ども甲状腺がん裁判を傍聴して（第１回⼝頭弁論） 
                漆原牧久（たんぽぽ舎ボランティア）
★２．適正⼿続の⽋如は憲法31条違反 
  適正⼿続は新都市計画法（新法）では保障された
  しかし、旧法下で決定され、新法下で事業化される道路については
  適正⼿続が⽋如
  適正⼿続⽋如は⽇本の多くの公共事業にみられる瑕疵・違法性
  連載「権利に基づく闘い」その２９
            熊本⼀規（明治学院⼤学名誉教授）
★３．「東海第⼆原発」を再稼働してはいけない５つの問題 (その４) 
  ⽇本原電の資⾦計画は限界超え
  料⾦前払いや借⼊⾦で原発⼯事をしているため運営資⾦はない
                 ⼭崎久隆（たんぽぽ舎共同代表）
★４．岸⽥総理、原発の建て替え「現時点では想定していない」と明⾔…
  メルマガ読者からの原発等情報１つ(抜粋)          
                  ⿊⽊和也 (宮崎県在住) 
★５．新聞より１つ
  ◆汚染配管３シーベルトの⾼線量 福島第⼀ 撤去作業、また中⽌
              （5⽉28⽇東京新聞朝刊３⾯より) 
━━━━━━━ 
※6/1(⽔)２つの申し⼊れ・抗議⾏動にご参加を︕         
     ２つの⾏動＝定例は第１⽔曜です 
１．第４７回とめよう︕東海第⼆原発 20年運転延⻑・再稼働ゆるすな︕ 
  ⽇本原電本店抗議⾏動
  茨城県東海第⼆原発の再稼働⼯事を⽌めよ︕
 ⽇ 時︓６⽉１⽇(⽔)17:00より18:00  (夏時間です) 
 場 所︓⽇本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1) 
     銀座線末広町駅４番出⼝より４分
     ※北ビルです︕南ビルではありません︕
 主 催︓「とめよう︕東海第⼆原発⾸都圏連絡会」 TEL 070-6650-5549 
 協 ⼒︓「再稼働阻⽌全国ネットワーク」  
  ☆第４８回は、７⽉６⽇(⽔)です。(定例は毎⽉第１⽔曜) 
２．「第１０５回東電本店合同抗議」 放射能汚染⽔を海へ捨てるな︕
  東電は2200億円の原電⽀援するな︕ 東電は福島第⼀原発事故の責任をとれ︕ 
 ⽇ 時︓６⽉１⽇(⽔)18:45より19:45 (夏時間です)   
 場 所︓東京電⼒本店前(千代⽥区内幸町1-1-3)
 呼びかけ︓「経産省前テントひろば」070-6473-1947  
      「たんぽぽ舎」 03-3238-9035 
 賛 同︓東電株主代表訴訟など141団体  
  ☆７⽉は、６⽇(⽔)第１０６回です。(定例は毎⽉第１⽔曜) 
━━━━━━━ 
※6/2(⽊)「声を交わして雑誌を充実させよう」  
 『季節』(NoNukesVoice改題)春号(⿅砦社発⾏)の読者会開催 
 ⽇ 時︓６⽉２⽇(⽊)18時より20時   



 5/27(⾦) 16:43配信 弁護⼠ドットコムニュース 
 https://news.yahoo.co.jp/articles/0d3bbd8ae1a52609b91431b2a9c7f6901e5f6940 

┏┓ 
┗■２．適正⼿続の⽋如は憲法31条違反 
 ｜ 適正⼿続は新都市計画法（新法）では保障された
 ｜ しかし、旧法下で決定され、新法下で事業化される道路に
 ｜ ついては適正⼿続が⽋如
 ｜ 適正⼿続⽋如は⽇本の多くの公共事業にみられる瑕疵・違法性
 ｜ 連載「権利に基づく闘い」その２９
 └──── 熊本⼀規（明治学院⼤学名誉教授） 

 たんぽぽ舎メールマガジン5/17No.4481（連載その28）で報告したように、 
東京都の⻄荻窪・武蔵野の都市計画道路事業では、「適正⼿続の⽋如」を
指摘したことが事業実施を防ぐうえで⼤きな⼒になっています。

◎新憲法に規定された「適正⼿続の保障」

 70年以上も前に決定されていながら事業化されようとしている⻄荻窪・ 
武蔵野の都市計画道路事業を知って、まず思い浮かんだのは憲法31条のこ 
とでした。
 憲法31条は「何⼈も、法律の定める⼿続によらなければ、その⽣命若し 
くは⾃由を奪はれ、⼜はその他の刑罰を科せられない」と規定されています。

 この規定は、公権⼒が刑事⼿続や⾏政⼿続において国⺠の⽣命・⾃由・
財産を制限する場合には、当事者に予めその内容を告知するとともに、弁
明と防御の機会（告知と弁明・防御とを併せて「告知・聴聞の機会」と呼
ばれています）を与えなければならない、と解釈されています。
 アメリカ合衆国憲法のDue process of law条項に由来し、新憲法に盛り 
込まれたこの規定は、「適正⼿続の保障」と呼ばれています。

 旧憲法下、1919年に制定された旧都市計画法（旧法）には適正⼿続の規 
定は皆無でしたが、新憲法の下、1968年に制定された新都市計画法（新法） 
には、都市計画決定の際に、公聴会開催、利害関係⼈の意⾒書、審議会に
おける意⾒書の審議等の適正⼿続が必要とされています。

◎都市計画法施⾏法２条は憲法違反

 ⻄荻窪・武蔵野の都市計画道路事業は、戦後、昭和21(1946)年及び22 
(1947)年に旧法下で都市計画決定されていますから、都市計画決定時に適 
正⼿続は採られていません。
 事業実施には事業認可を経なければなりませんが、事業認可の際に適切
⼿続を採る旨の規定は新法にもありません。

 新憲法下でありながら、なぜ適正⼿続を⽋いた都市計画事業が実施され
ようとしているか。
 ⾏政（国・東京都・杉並区）は、その根拠を、次の都市計画法施⾏法
（1968年制定）２条に求めています。 
 第２条 新法の施⾏の際現に旧都市計画法（⼤正⼋年法律第三⼗六号。
以下「旧法」という。）の規定により決定されている都市計画区域及び都
市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域⼜は新法の規定による
相当の都市計画とみなす。

 つまり、新法の施⾏⽇（1969年６⽉14⽇）以前の旧法下での都市計画決 
定は、新法下での都市計画決定とみなされるのです。
 この規定を根拠として、旧法下で決定された都市計画事業は、適正⼿続
が⽋如したまま事業化されているのです。
 しかし、新憲法の施⾏は1947年５⽉３⽇ですから、それ以後の事業には、 
必ず適正⼿続が必要です。

 憲法31条に基づいて必要な適正⼿続が都市計画施⾏法２条に基づいて⽋ 
如することになるのですから、同条は憲法違反であり、無効です。(注１) 

https://news.yahoo.co.jp/articles/0d3bbd8ae1a52609b91431b2a9c7f6901e5f6940


 都市計画法施⾏法２条を根拠に適正⼿続を⽋いている都市計画事業は憲
法31条違反を犯しているのです。(注２) 

 適正⼿続の⽋如は、⽇本の⾏政⼿続きの多くに存在する瑕疵であり、違
法性です。
 住⺠を苦しめている公共事業の⾏政⼿続について適正⼿続が採られてい
るか否かを検討することは、国⺠主権の社会を創るうえで重要かつ有効な
⼿法だと思います。

注１︓憲法98条は「この憲法は、国の最⾼法規であって、その条規に反す 
る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の⾏為の全部⼜は⼀部は、そ
の効⼒を有しない」と規定している。
注２︓筆者は、国交省都市計画課と５回にわたって議論して、実質的に私
⾒を認めさせる回答（国交省としては、適切に運⽤されているか、地⽅⾃
治体が決定から認可に⾄るまで適切に運⽤しているか、というところを確
認していくとともに⾃治体に適切に指導していく）を得ており、その録⾳
記録を新著『権利に基づく闘い』（緑⾵出版 2022年６⽉刊⾏予定）に収録 
している。

┏┓ 
┗■３．「東海第⼆原発」を再稼働してはいけない５つの問題 (その４) 
 ｜ ⽇本原電の資⾦計画は限界超え
 ｜ 料⾦前払いや借⼊⾦で原発⼯事をしているため運営資⾦はない
 └──── ⼭崎久隆（たんぽぽ舎共同代表） 

問題４︓⽇本原⼦⼒発電に「経理的基礎」がないこと

（１）⽇本原電は原発専業会社だが稼働可能原発は存在しない

  原発が全部停⽌しており、運営費⽤や安全対策⼯事は、借⼊⾦や債務保 
証などで賄うほかはないので、資⾦計画は限界を超えている。

（２）東海第⼆原発と敦賀原発２号の維持管理費⽤・年間1000億円の収⼊ 

  関⻄電⼒、中部電⼒、北陸電⼒が敦賀２号機の、東京電⼒、東北電⼒が 
東海第⼆原発の「維持管理費⽤」として合わせて年間1000億円ほどを⽀払 
っているが、電気は１ワットも⽣産していない。
 これらの電⼒会社の消費者が負担させられている。

（３）どちらかの原発が廃炉になれば年間500億円では成り⽴たない 

  いずれかが廃炉になれば収⼊は半減し、経営は破綻するので、どちらの 
原発も「再稼働申請中」「再稼働準備中」の「フラグ」を⽴て続ける必要
があった。
  会社の延命のため貴重な資⾦（電気代や税⾦）が浪費され続けている。 

（４）既に料⾦前払いや借⼊⾦で原発⼯事をしているため運営資⾦はない

  年間1000億円の設備維持管理費⽤では再稼働の費⽤には⾜りず、破綻会 
社の東京電⼒からの電気料⾦の前払い（東電の電気料⾦が原資）など、本
来は認められない⽅法で資⾦調達を⾏っている。(その５)に続く 
            (初出︓⽉刊たんぽぽニュース５⽉号) 

┏┓ 
┗■４．岸⽥総理、原発の建て替え「現時点では想定していない」と明⾔… 
 ｜ メルマガ読者からの原発等情報１つ(抜粋) 
 └──── ⿊⽊和也 (宮崎県在住) 

１．岸⽥総理、原発の建て替え「現時点では想定していない」と明⾔
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